
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４条】 労働契約の内容の理解の促進 

条文 

‣労働契約の内容の理解の促進 

第１項 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深める

ようにするものとする。 

第２項 労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。）に

ついて、できる限り書面により確認するものとする。 

解説 

(１) 趣旨 

(２) 内容 

① 法第４条第１項は、労働条件を提示するのは一般的に使用者であることから、使用者は労働者に提示

する労働条件及び労働契約の内容について労働者の理解を深めるよう にすることを規定したもので

す。 
 

② 法第４条第１項は、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面

や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものです。これは、労働

基準法第１５条第１項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いもので

す。 
 

③ 法第４条第１項の「労働者に提示する労働条件」とは、労働契約の締結前又は変更前において、使用者

が労働契約を締結又は変更しようとする者に提示する労働条件をいうものです。 
 

④ 法第４条第１項の「労働契約の内容」は、有効に締結又は変更された労働契約の内容をいうものです。 
 

⑤ 法第４条第１項の「労働者の理解を深めるようにする」については、一律に定まるものではありません

が、例えば、労働契約締結時又は労働契約締結後において就業環境や労働条件が大きく変わる場面

において、使用者がそれを説明し又は労働者の求めに応じて誠実に回答すること、労働条件等の変更

が行われずとも、労働者が就業規則に記載されている労働条件について説明を求めた場合に使用者

がその内容を説明すること等が 考えられるものです。 

‣趣旨 

労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより成立する契約（諾成契約）で

すが、契約内容について労働者が十分理解しないまま労働契約を締結又は変更し、後にその契約内容につい

て労働者と使用者との間において認識の齟齬が生じ、これが原因となって個別労働関係紛争が生じている

ところです。労働契約の内容である労働条件については、労働基準法第１５条第１項により締結時における明

示が義務付けられていますが、個別労働関係紛争を防止するためには、同項により義務付けられている場面

以外においても、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が契約内容について自覚することにより、

契約内容があいまいなまま労働契約関係が継続することのないようにすることが重要です。 

このため、法第４条において、労働契約の内容の理解の促進について規定したものです。 


